
○
告

示

公
の
施
設
の
名
称

指

定

管

理

者

期

間

指

定

年

月

日

大
分
県
立
総
合
文
化

セ
ン
タ
ー

大
分
県
立
美
術
館

大
分
市
高
砂
町
二
番
三
十
三
号

公
益
財
団
法
人
大
分
県
芸
術
文

化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団

理
事
長

佐

藤

禎

一

平
成
三
十
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
三
十
五
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
九
年
十
二

月
二
十
八
日

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

公
の
施
設
の
名
称

指

定

管

理

者

期

間

指

定

年

月

日

大
分
県
リ
バ
ー
パ
ー

ク
犬
飼

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
千
二
百

番
地豊

後
大
野
市

豊
後
大
野
市
長

川

野

文

敏

平
成
三
十
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
三
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
九
年
十
二

月
二
十
八
日

大
洲
総
合
運
動
公
園

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
前

一
丁
目
一
番
一
号

フ
ァ
ビ
ル
ス
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

大
分
共
同
事
業
体

代
表
者

株
式
会
社
フ
ァ
ビ
ル
ス

代
表
取
締
役

野

田

太

平
成
三
十
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
三
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
九
年
十
二

月
二
十
八
日

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

告

示

知
事
が
所
管
す
る
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
（
開
設
者
で
あ
る
施
術
者
）
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
（
開
設
者
で
な
い
施
術
者
）
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

救
急
病
院
等
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

教
育
委
員
会
告
示

教
育
委
員
会
が
所
管
す
る
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公

告

特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

大
分
県
告
示
第
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公

の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公

の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
（
開
設

者
で
あ
る
施
術
者
）
を
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

平

成

三

十

年

第

二

九

四

九

号

一

月

十

六

日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称

所

在

地

指
定
年
月
日

砂

川

達

耶

す
な
が
わ
柔
道
整

復
院

杵
築
市
大
字
相
原
二
八
六
―
一
―
一

平
二
九
・

四
・
一
七

國

見

勇

希

く
に
み
整
骨
院

佐
伯
市
大
字
池
田
字
大
エ
ゴ
二
〇
六
四

平
二
九
・

四
・
二
〇

立

石

洋

樹

樹
整
骨
院

別
府
市
田
の
湯
町
三
―
一
一
第
三
塩
屋

コ
ー
ポ
一
Ｆ

平
二
九
・

五
・
一
七

嶋

澤

康

は
じ
め
整
骨
院

中
津
市
大
字
大
塚
五
三
九
―
四

平
二
九
・

九
・

一

安

部

聖

子

あ
べ
し
ょ
う
整
骨

院

別
府
市
餅
ヶ
浜
町
五
―
二
五
浦
松
第
六

ビ
ル
一
Ｆ

平
二
九
・
一
一
・
三
〇

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

施
術
者
の
氏
名

施
術
者
の
住
所

指
定
年
月
日

橋

本

聖

史

別
府
市
末
広
町
九
―
一
四

平
二
九
・

四
・
二
六

北

代

大

貴

豊
後
大
野
市
三
重
町
秋
葉
二
〇
六
二

平
二
九
・

五
・
二
五

佐
矢
本

弘

志

中
津
市
大
字
中
殿
五
〇
〇
―
一
ト
ラ
ン
キ
ー
ル
二
〇
一

平
二
九
・

九
・

一

前

田

宗

男

佐
伯
市
大
字
稲
垣
四
四
六
―
三

平
二
九
・
一
〇
・
三
〇

飯

田

里

華

中
津
市
大
字
上
宮
永
一
〇
四
―
一

平
二
九
・
一
一
・

七

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

救
急
病
院

・
救
急
診

療
所
の
別

名

称

所

在

地

認

定

期

間

救
急
病
院

永
冨
記
念
病
院

大
分
市
大
字
玉
沢
七
八
番
地

平
三
〇
・

一
・

一
か
ら

平
三
二
・
一
二
・
三
一
ま
で

救
急
病
院

川
嶌
整
形
外
科
病
院

中
津
市
大
字
宮
夫
一
七
番
地

平
三
〇
・

一
・

二
か
ら

平
三
三
・

一
・

一
ま
で

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

指
定
障
害
区
分

医
師
氏
名

勤

務

場

所

指
定
年
月
日

肢

体

不

自

由

石

井

聡

大

医
療
法
人
秋
水
堂

若
宮
病
院

日
田
市
南
元
町
六
―
四
一

平
二
九
・
一
二
・
二
一

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
（
開
設

者
で
な
い
施
術
者
）
を
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第

号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
医
療
機
関
を
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
救
急
隊
に
よ

り
搬
送
さ
れ
る
傷
病
者
に
関
す
る
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
十
三
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師
と

し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日

二

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

さ
が
の
せ
き
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

三

代
表
者
の
氏
名

渡

辺

修

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

指
定
年
月
日

種

類

題

名

制

作

社

名

又
は
配
給
社
名

指
定
理
由

平
二
九
・

一
二
・
二
七

映

画

萌
え
盛
る
ア
イ
ド
ル

エ
ク
ス
タ
シ
ー
で

犯
れ
！

オ
ー
ピ
ー
映
画

著
し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

し
、
そ
の
健

全
な
育
成
を

害
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
。

〃

〃

巨
乳
Ｏ
Ｌ
と
美
乳
人
妻

〜
北
へ
向
か
う

女
た
ち
〜

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

人
妻
猥
ら
汁

と
ろ
け
る
不
倫

新
東
宝
映
画

〃

〃

溺
れ
る
ふ
た
り

ふ
や
け
る
ほ
ど
愛
し
て

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

尼
寺

姦
淫
姉
妹

新
東
宝
映
画

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延

長

県
道
日
出
真

那
井
杵
築
線

速
見
郡
日
出
町
大
字
川
崎
字
射
場
五
〇

二
九
番
一
か
ら

速
見
郡
日
出
町
大
字
川
崎
字
大
峰
二
六

六
九
番
一
地
先
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

三
〇
・
六

〜

九
・
二

メ
ー
ト
ル

九
三
八
・
五

後

二
九
・
〇

〜
一
一
・
八

九
三
八
・
五

○
教
育
委
員
会
告
示

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

大
分
市
大
字
佐
賀
関
九
百
六
十
六
番
地
の
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
特
性
を
活
か
し
た
各
種
産
業
の
振
興
を
は
じ
め
、
文
化
、
歴
史
、
伝
統
の
承
継

や
都
市
住
民
と
の
観
光
等
に
よ
る
交
流
の
拡
大
、
自
治
活
動
へ
の
支
援
、
時
代
を
担
う
地
域
を
リ
ー
ド
す

る
人
材
の
育
成
、
ま
た
地
域
活
性
化
の
た
め
の
祭
事
や
イ
ベ
ン
ト
等
へ
の
助
成
及
び
支
援
に
関
す
る
事
業

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
元
気
の
あ
る
旧
佐
賀
関
町
を
創
出
し
、
地
域
住
民
の
暮
ら
し
を
豊
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

六

定
款
変
更
の
内
容

活
動
の
種
類
の
変
更

事
業
の
変
更

会
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

役
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

会
議
に
関
す
る
事
項
の
変
更

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項
の
変
更

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
の
変
更

公
告
の
方
法
の
変
更

大
分
県
告
示
第
十
五
号

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
一
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公

の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

大
分
県
報
（
告
示
・
教
育
委
員
会
告
示
）

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

三



公
の
施
設
の
名
称

指

定

管

理

者

期

間

指

定

年

月

日

大
分
県
立
総
合
体
育

館

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
前

一
丁
目
一
番
一
号

フ
ァ
ビ
ル
ス
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

大
分
共
同
事
業
体

代
表
者

株
式
会
社
フ
ァ
ビ
ル
ス

代
表
取
締
役

野

田

太

平
成
三
十
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
三
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
九
年
十
二

月
二
十
八
日

○
公

告

実
施
の
区
域

実

施

の

期

日

実

施

の

場

所

豊
後
大
野
市

平
三
〇
・

四
・
一
六
か
ら

平
三
〇
・

七
・
一
七
ま
で

（
日
曜
日
、
土
曜
日

及
び
祝
日
を
除
く
。
）

特
定
計
量
器
の
所
在
場
所

日
田
市

平
三
〇
・

五
・
一
一
か
ら

平
三
〇
・

八
・
一
〇
ま
で

（

〃

）

〃

臼
杵
市

平
三
〇
・

六
・
二
一
か
ら

平
三
〇
・

九
・
二
〇
ま
で

（

〃

）

〃

玖
珠
町

平
三
〇
・

七
・

四
か
ら

平
三
〇
・
一
〇
・

三
ま
で

（

〃

）

〃

九
重
町

平
三
〇
・

七
・

九
か
ら

平
三
〇
・
一
〇
・

九
ま
で

（

〃

）

〃

佐
伯
市

平
三
〇
・

九
・

三
か
ら

平
三
〇
・
一
二
・

三
ま
で

（

〃

）

〃

津
久
見
市

平
三
〇
・
一
〇
・

二
か
ら

平
三
一
・

一
・

四
ま
で

（
日
曜
日
、
土
曜
日

及
び
祝
日
等
を
除
く
。
）

〃

竹
田
市

平
三
〇
・
一
〇
・
二
二
か
ら

平
三
一
・

一
・
二
一
ま
で

（

〃

）

〃

実
施
の
区
域

実

施

の

期

日

実

施

の

場

所

豊
後
大
野
市

平
三
〇
・

四
・
一
六
か
ら

平
三
〇
・

四
・
二
〇
ま
で

豊
後
大
野
市
役
所

日
田
市

平
三
〇
・

五
・
一
一
か
ら

平
三
〇
・

五
・
三
一
ま
で

（
日
曜
日
及
び
土
曜
日

を
除
く
。
）

日
田
市
役
所

臼
杵
市

平
三
〇
・

六
・
二
一
か
ら

平
三
〇
・

六
・
二
七
ま
で

（
日
曜
日
及
び
土
曜
日

を
除
く
。
）

臼
杵
市
役
所

玖
珠
町

平
三
〇
・

七
・

四
か
ら

平
三
〇
・

七
・

六
ま
で

玖
珠
町
役
場

九
重
町

平
三
〇
・

七
・

九
か
ら

平
三
〇
・

七
・
一
一
ま
で

九
重
町
役
場

佐
伯
市

平
三
〇
・

九
・

三
か
ら

平
三
〇
・

九
・
二
一
ま
で

（
日
曜
日
、
土
曜
日

及
び
祝
日
を
除
く
。
）

佐
伯
市
役
所

津
久
見
市

平
三
〇
・
一
〇
・

二
か
ら

平
三
〇
・
一
〇
・

五
ま
で

津
久
見
市
役
所

竹
田
市

平
三
〇
・
一
〇
・
二
二
か
ら

平
三
〇
・
一
〇
・
二
六
ま
で

竹
田
市
役
所

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

大

分

県

教

育

委

員

会

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
実
施
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
定
計
量
器

二

一
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
特
定
計
量
器

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
役
務
の
名
称

複
写
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
業
務

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
商
工
労
働
部
情
報
政
策
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

大
分
県
報
（
教
育
委
員
会
告
示
・
公
告
）

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

四



平
成
二
十
九
年
十
二
月
五
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

複
写
第
一
号

キ
ヤ
ノ
ン
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
福
岡
支
店

支
店
長

池

田

俊

明

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
綱
場
町
四
番
一
号

福
岡
Ｒ
Ｄ
ビ
ル

複
写
第
二
号

キ
ヤ
ノ
ン
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
福
岡
支
店

支
店
長

池

田

俊

明

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
綱
場
町
四
番
一
号

福
岡
Ｒ
Ｄ
ビ
ル

複
写
第
三
号

キ
ヤ
ノ
ン
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
福
岡
支
店

支
店
長

池

田

俊

明

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
綱
場
町
四
番
一
号

福
岡
Ｒ
Ｄ
ビ
ル

複
写
第
四
号

キ
ヤ
ノ
ン
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
福
岡
支
店

支
店
長

池

田

俊

明

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
綱
場
町
四
番
一
号

福
岡
Ｒ
Ｄ
ビ
ル

複
写
第
五
号

富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
大
分
営
業
所

所
長

高

橋

浩

大
分
市
都
町
一
丁
目
一
番
二
十
三
号

複
写
第
六
号

キ
ヤ
ノ
ン
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
福
岡
支
店

支
店
長

池

田

俊

明

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
綱
場
町
四
番
一
号

福
岡
Ｒ
Ｄ
ビ
ル

複
写
第
七
号

富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
大
分
営
業
所

所
長

高

橋

浩

大
分
市
都
町
一
丁
目
一
番
二
十
三
号

カ
ラ
ー
複
写
第
一
号

キ
ヤ
ノ
ン
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
福
岡
支
店

支
店
長

池

田

俊

明

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
綱
場
町
四
番
一
号

福
岡
Ｒ
Ｄ
ビ
ル

カ
ラ
ー
複
写
第
二
号

株
式
会
社
古
城

代
表
取
締
役

古

城

一

大
分
市
長
浜
町
一
丁
目
二
番
一
号

カ
ラ
ー
複
写
第
三
号

株
式
会
社
古
城

代
表
取
締
役

古

城

一

大
分
市
長
浜
町
一
丁
目
二
番
一
号

五

落
札
金
額

複
写
第
一
号

モ
ノ
ク
ロ

四
十
八
銭
（
一
枚
単
価
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

複
写
第
二
号

モ
ノ
ク
ロ

四
十
一
銭
（
一
枚
単
価
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

複
写
第
三
号

モ
ノ
ク
ロ

五
十
二
銭
（
一
枚
単
価
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

複
写
第
四
号

モ
ノ
ク
ロ

七
十
七
銭
（
一
枚
単
価
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

複
写
第
五
号

モ
ノ
ク
ロ

八
十
七
銭
（
一
枚
単
価
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

複
写
第
六
号

モ
ノ
ク
ロ

八
十
八
銭
（
一
枚
単
価
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

複
写
第
七
号

モ
ノ
ク
ロ

九
十
六
銭
（
一
枚
単
価
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

カ
ラ
ー
複
写
第
一
号

モ
ノ
ク
ロ

三
十
二
銭
（
一
枚
単
価
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

カ
ラ
ー

三
円
二
銭
（
一
枚
単
価
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

カ
ラ
ー
複
写
第
二
号

モ
ノ
ク
ロ

五
十
九
銭
（
一
枚
単
価
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

カ
ラ
ー

四
円
八
十
六
銭
（
一
枚
単
価
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

カ
ラ
ー
複
写
第
三
号

モ
ノ
ク
ロ

六
十
三
銭
（
一
枚
単
価
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

カ
ラ
ー

四
円
八
十
六
銭
（
一
枚
単
価
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
四
日

大
分
県
報
（
公
告
）

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日

五


